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(57)【要約】
【課題】　陽極酸化後のリン青銅の増幅した抗菌性を検証し、並びに人体との接触による
変色を軽減する方法を提供して、陽極酸化リン青銅の抗菌性を活用し得る用途を拡大し提
案する。
【解決手段】　陽極酸化リン青銅合金の組成を、１．０５重量％のスズと、０．０９重量
％のリンとを含み、残部を銅及び銅との不可避な不純物とすることにより抗菌性がさらに
増幅する。この高抗菌性を有する陽極酸化リン青銅で、医療機関などの手摺、ドアノブ、
その他の手で直接触れる部分を覆うことで、感染症の蔓延などを未然に防止できると考え
る。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
１．０５重量％のスズと、０．０９重量％のリンを含み、残部が銅と不可避の不純物から
なるリン青銅合金板の表面に化学的な粗面化処理が施されることにより抗菌性を増幅させ
得たリン青銅合金。
【請求項２】
前項に記載の化学的粗面化処理は、水酸化ナトリウムを３０～５０重量％含み、９８℃以
上に保持した水溶液中に、リン青銅合金板状品を２．５～３．５分間浸漬処理する陽極酸
化法であり、本法にて粗面化されたことを特徴とするリン青銅合金。
【請求項３】
請求項１ないし請求項２に記載の高抗菌性リン青銅合金の薄板で、表面を被覆してなるこ
とを特徴とする物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は抗菌性を有するリン青銅合金と、その抗菌性を表面粗面化処理により増幅させ
る処理法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
アルミニウム及びステンレスなどが色調変化を期待して陽極酸化技術を利用することは従
来から知られていて、出来上がったものは、様々な分野に使用されている。これらの金属
は殺菌性や抗菌性の発現を目的としている訳ではなく、金属のイオン化を防止すると共に
、飽く迄も色調の変化維持に拘った使用法となっている。
本発明の背景は、陽極酸化技術に基づく色調変化を経時変化を取りながら進め、併行して
抗菌性試験を実施したことに始まる。
【０００３】
一方で、リン青銅はスズを含む合金で、機械的な強度や導電性に優れ、加工性にも優れて
いることから、電子部品や各種電機製品に用いられている。加工性に優れていることから
、用途に合わせた形状に加工することが容易で、この特徴と、殺菌性あるいは抗菌性の両
方を活用することにより、従来とは異なる用途展開が期待できる。
【０００４】
このような観点から、殺菌性や抗菌性を必要とする分野への銅合金の使用例を概観すると
、例えば、銅線を編み込むことにより、水虫の予防効果を付与した靴下が挙げられる。ま
た、特許文献１には、銅や銀などの金属で構成した金網を用いた、水系洗浄液を濾過する
濾過装置が開示されている。
【０００５】
また、特許文献２には、銀、銅、亜鉛、スズなどから選ばれる消臭抗菌成分を担持させた
酸化チタン粒子と、アミン系化合物からなる抗菌消臭剤が開示されている。しかし、これ
らはいずれも、人の手などが直接触れるものではなく、例えば、医療機関の通路に付設さ
れる手摺などのように、手で直接触れることが使用目的で、しかも高度の殺菌性あるいは
抗菌性が要求されるものは、見出せないのが実情である。
【０００６】
この理由としては、リン青銅が、純銅よりも高い抗菌性を示すことが明確に示されていな
かったことと、銅及び銅合金は人体との接触により、変色が生じやすいことが挙げられる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－１３７３５３号公報
【特許文献２】特開２００９－２６８５１０号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
従って、本発明の課題は、陽極酸化法によりリン青銅が保有する抗菌性を増幅させること
を可能とする共に、リン青銅の人体との接触による変色を軽減する方法を提供して、本リ
ン青銅の抗菌性を活用し得る用途の多様化と共に提案を拡大することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明は、前記課題に鑑み、リン青銅板の保有する抗菌性を増幅させると共に、表面の性
状に基づく人体との接触による色調の経時変化、自然変色の顕在化防止との関係を検討し
た結果なされたものである。
【００１０】
即ち、本発明は、１．０５重量％のスズと、０．０９重量％のリンとを含み、残部が銅及
び銅と不可避の不純物からなることを特徴とする、高抗菌性を有するリン青銅合金である
。
【００１１】
また、本発明は、化学処理が施され、表面に化学的な粗面化処理を施されてなることを特
徴とする、前記の高抗菌性を有するリン青銅合金である。
【００１２】
また、本発明は、前記粗面化処理が水酸化ナトリウムを水で３０～５０重量％に希釈した
９８℃以上に保持した水溶液中に、リン青銅合金板状品を２．５～３．５分間浸漬処理す
る陽極酸化法を適用していることを特徴とする、前記の高抗菌性を有するリン青銅合金で
ある。
【００１３】
また、本発明は、前記の高抗菌性リン青銅合金の薄板であり、表面全部、または一部を被
覆してなることを特徴とする物品である。
【発明の効果】
【００１４】
本発明者らは、本リン青銅合金に、微生物を用いる抗菌性試験を実施したところ、１．０
５％のスズと、０．０９重量％リンを含み、残部が銅と銅の不可避の不純物からなる抗菌
性を有するリン青銅合金が陽極酸化法により、色調が大きく変化する経時変化点において
、さらに顕著な高抗菌性の発現があったことを見出し、本発明をなした。
【００１５】
一般に銅などの抗菌性の要因の一つとして、金属がイオン化する際に放出される電子が、
空気中や水中に溶存する酸素の一部を活性化することが考えられているのは、前記の通り
である。リン青銅合金においては、合金を構成する成分の相違及び、粗面化され、加えて
陽極酸化により多孔質となったことに伴い、比表面積が拡大したことによりイオン化ポテ
ンシャルに相乗効果が現われ、特定の時間軸において、さらに顕著な高抗菌性を発現する
という結果に繋がったものと解される。
【００１６】
また、一般に金属表面の外観は、鏡面のように研磨した状態と、化学的に粗面化し加えて
着色された状態とでは、大きく異なり、特に適当な表面粗さに粗面化すると、例えば人の
手の皮脂のような異物の付着や、酸化による変色が目立たなくなる。本発明者は、この現
象に着目し、粗面化および着色の条件の検討により、表面の色調の変化を狙うと共に抗菌
性を増幅させた。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】　ハロー試験の一例を示す写真
【図２】　陽極酸化処理時間　０分、１分、３分、１５分の４点　ハロー試験の結果を、
横軸を時間、縦軸をハロー幅として示したグラフ
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【図３】　本発明に係るリン青銅合金表面を、陽極酸化により粗面化した一例の写真
【図４】　陽極酸化　１分、３分時　銅合金表面が多孔質となった一例の写真
【図５】　本発明のリン青銅合金薄板を、手摺表面に取り付けた一例を示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
次に、リン青銅合金を陽極酸化させた場合の抗菌性の検討の説明により、本発明の実施の
形態について説明する。
【００１９】
ここで抗菌性を検証するために用いたリン青銅の試料は、形状が縦×横×厚み３０ｍｍ×
８０ｍｍ×０．２５ｍｍ片で、その組成は、スズが、１．０５重量％、リンが０．０９重
量％、残部が銅と銅との不可避の不純物からなることを特徴とする、抗菌性を有するリン
青銅合金である。
【００２０】
上記試験片を１２片つくり、３片毎に時間軸を０（溶液中に入れず）、１分、３分、１５
分と処理時間を決め水溶液（温度９８℃以上）中に浸漬させ、陽極酸化処理をし、取り出
した切片を、ＪＩＳ　Ｌ　１９０２に準じたハロー試験を行った。試験に用いた菌は、黄
色ブドウ球菌である。図１は、ハロー試験の一例を示す写真で、ここに示したのは黄色ブ
ドウ球菌の例である。
【００２１】
ハロー試験では、シャーレの中に菌を培養し、中央に試験片を置いて一定時間保持する。
そして試験片周辺の菌が消滅した、ハローと称される領域の幅を測定する。試験は４時間
軸に対し３回異なる試験片を用いて行った。ハロー幅は、図１にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄで示した
ように、試験片の４辺に対して測定するので、１条件に対し１２回の測定を行った
【００２２】
表１は、試験に用いた時間軸毎に、ハロー幅の測定値の平均値をまとめた表である。また
、図２は表１に示したハロー試験の結果を、横軸を時間、縦軸をハロー幅として示した図
である。
【００２３】
【００２４】
表１と図２に示したように、本試験条件により、陽極酸化させた銅合金片は、陽極酸化さ
せなかったものと比較し、陽極酸化時間１分と３分で増幅した。陽極酸化時間を０、１、
３、１５分の４経時時間とし、その極値２．５～３．５分を見つけ出せたのは、粗面化お
よび着色状況を観察しながら進めた途中において、大きな変化があった時間を計測、１分
前後で少し黒褐色化が始まり、２．５～３．５分過ぎにさらに着色が進んだ。そして３．
５分過ぎから色は徐々に濃くなっていくがそれほど大きな変化が見られなくなった。ｎ＝
３×４で上記結果を得た。図３は、陽極酸化処理時間３分時のものであり、水液中に浸漬
させた部分が粗面化し黒褐色しているのが分かる。
【００２５】
図３は、本発明に係るリン青銅合金表面を、陽極酸化技術を用いて粗面化した写真の例で
ある。ここで粗面化加工に用いた陽極酸化水溶液は水酸化ナトリウムを水で３０～５０重
量％に希釈したものである（陽極酸化に使用される化学液でＮａＯＨを使用する場合、水
溶液中で電気分解し、Ｎａ＋とＯＨ－とにうまく分解させるために必要な水溶液は、Ｎａ
ＯＨ：Ｈ２Ｏ＝３～５：５～７）。リン青銅は、通常の圧延仕上がり段階での表面では、
直接手で触れると指紋跡が目立つが、表面をこのように化学処理で粗面化加えて着色する
ことにより、指紋跡の視認が困難になった。
【００２６】
図４は、陽極酸化により粗面化したリン青銅合金表面をＳＥＭ（走査型顕微鏡）で観察し
た写真であり、経時変化により多孔質となっていく過程を処理時間１分（左図）と３分（
右図）の写真が示していることが分かる。
【００２７】
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図５は、約０．２５ｍｍの厚さに圧延し、表面を粗面化した、本発明の陽極酸化リン青銅
合金薄板を、手摺表面に取り付けた一例を示す斜視図である。図４において、１は手摺、
２は陽極酸化リン青銅合金薄板、３ａ及び３ｂは手摺１を壁面に取り付けるためのフラン
ジ部である。医療機関や高齢者の介護施設の通路や出入り口には、ここに示したように、
手摺やドアノブなどの直接手で触れる部分を、本発明の陽極酸化リン青銅合金の薄板で覆
うことにより、感染症の蔓延を事前に防止することができる。
【００２８】
以上に示したように、本発明によれば、抗菌性に優れたリン青銅合金を提供することがで
きる。なお、本発明は、前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の分野におけ
る通常の知識を有する者であれば想到し得る、各種変形、修正を含む、本発明の要旨を逸
脱しない範囲の設計変更があっても、本発明に含まれることは勿論である。
【符号の説明】
【００２９】
１・・・手摺
２・・・リン青銅合金薄板
３ａ，３ｂ・・・フランジ部
【表１】

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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